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ニセコ町まちづくり基本条例（平成 13年 4月 1日施行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三鷹市自治基本条例（平成 18年 4月 1日施行） 

  

ニセコ町は、先人の労苦の中で歴史を刻み、町を愛する多くの人々の英知に支え

られて今日を迎えています。わたしたち町民は、この美しく厳しい自然と相互扶助

の中で培われた風土や人の心を守り、育て、「住むことが誇りに思えるまち」をめ

ざします。 

まちづくりは、町民一人ひとりが自ら考え、行動することによる「自治」が基本

です。わたしたち町民は「情報共有」の実践により、この自治が実現できることを

学びました。 

わたしたち町民は、ここにニセコ町のまちづくりの理念を明らかにし、日々の暮

らしの中でよろこびを実感できるまちをつくるため、この条例を制定します。 

主権者である市民の信託に基づく三鷹市政は、参加と協働を基本とし、市民のた

めに行われるものでなければならない。 

市民にとって最も身近な政府である三鷹市は、市民の期待に応え、市民のための

まちづくりを進めるとともに、まちづくりを担う多くの人々が、参加し、助け合い、

そして共に責任を担い合う協働のまちづくりを進めることを基調とし、魅力と個性

のあふれるまち三鷹を創ることを目指すものである。 

三鷹市は、文人たちも愛した緑と水の豊かなまちであり、これまでの歩みの中で

も市民生活の向上に積極的に取り組むなど、常に先駆的なまちづくりを進めてき

た。 

私たち市民は、郷土三鷹を愛し、自然と文化、歴史を大切にし、誇りに思える地

域社会を築くとともに、世界平和への寄与、基本的人権の尊重、協働とコミュニテ

ィに根ざした市民自治を確かなものとし、日本国憲法に掲げる地方自治の本旨をこ

の三鷹において実現するために、三鷹市の最高規範として、ここにこの条例を制定

する。 

資料 1 



多治見市市政基本条例（平成 19年 1月 1日施行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北本市自治基本条例（平成 22年 4月 1日施行） 

私たちは、基本的人権が尊重され、平和のうちに安心して心豊かに暮らせるまち

を目指します。 

私たちは、まちづくりの主体として、一人ひとりが自由な意思でまちづくりにか

かわるとともに、まちづくりの一部を信託するため、市民自治の主権に基づき、市

民生活とその基盤である地域社会に最も身近な地域政府として多治見市を設置し

ます。 

市は、市民の信託に基づき政策を定め、市政を運営しなければなりません。また、

その保有する情報を市民と共有し、市民が市政に参加するための制度を整え、まち

づくりを担う多様な主体と連携協力しなければなりません。 

私たち市民は、地域政府としての多治見市の成立が市民の信託に基づくものであ

ることを明らかにし、市政の基本的な原則と制度やその運用の指針や市民と市の役

割を定める多治見市の最高規範として、ここにこの条例を制定します。 

 

私たちのまち北本市は、江戸時代初期に整備された中山道が市域のほぼ中央を南

北に走り、西端には、かつて当地と江戸を結ぶ舟運が発達した荒川が流れるまちで

す。 

先人たちは、その中山道や荒川、現在に残す雑木林等、恵まれた立地条件と自然

環境のなかで、知恵と工夫と努力により、日々の生活を営みながら、歴史と文化と

豊かな自然を現在に残してきました。 

今、地方分権の時代を迎え、私たちには、自らのことは自らが決し、その責任は

自らが負うという自治の理念の下に、市民主権の地方自治を確立することが求めら

れています。 

そのためには、市民はまちづくりの主役となり、自らの責任においてまちづくり

に参加し、市は開かれた市政の確立と市民の参画が可能な仕組みづくりに努め、市

民と市とが情報を共有し、協働してまちづくりを進める必要があります。 

このような認識の下に、私たちは、北本市における住民自治を確立し、豊かな自

然と歴史的文化遺産を次世代へと引き継ぎ、誰もが安心して生活できる個性豊かな

自立したまちをみんなの力で築くため、この条例を定めます。 


